
 

参議院議員選挙における合区の解消に関する緊急提言 

 

 

日本国憲法が昭和 22年に施行されて以降、約 70年間にわたり、二院制を採る我が国

の参議院は一貫して都道府県単位で代表を選出し、地方の声を国政に届ける役割を果

たしてきた。 

 

平成 28年に実施された参議院議員選挙において憲政史上初の合区による選挙が実施

されたが、意思形成を図る上で都道府県が果たしてきた役割を考えたときに、都道府県

ごとに集約された意思が参議院を通じて国政に届けられなくなることは非常に問題で

あり、地方創生にも逆行するものである。 

 

令和元年の参議院議員選挙以降は、都道府県単位の代表が選出され得る、いわゆる特

定枠が導入されたが、昨年 10月に行われた徳島・高知選挙区の補欠選挙では、自県か

ら候補者の出ていなかった徳島県では 23.92％、高知県でも 40.75％と、両県とも国政

選挙では過去最低となるなど、合区を起因とした弊害はより深刻度を増している。 

 

これまでにも四国知事会はもとより、全国知事会をはじめ「地方六団体」全てが、合

区解消に関する決議を行い、早期の解消を訴えてきたが、根本的な合区問題の解決には

未だ至らないまま、次回の参議院議員選挙が約１年後に迫っている状況である。 

 

この国の在り方を考えていく上で、現在、我が国が直面している「急激な人口減少」

や「東京一極集中」といった喫緊の課題に対する多様な地方の意見が、国政に届き、し

っかりと反映される必要があることから、合区制度の固定化や対象となる県の拡大は

断じて容認できない。 

  

合区問題の根本的な解決に向けては、憲法改正による対応を本筋としつつ、次回の参

議院議員選挙までの時間的な制約を踏まえ、法改正による合区の解消も含めた具体的

な議論を早急に進める必要があることから、以下の事項を強く提言する。 

 

記 

 

各都道府県から少なくとも１人の代表が選出され、地方の多様な意見が国政にしっ

かり反映されるよう、憲法改正や法改正によって、令和７年の参議院議員選挙までに

合区を確実に解消すること。 
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